
 

 

 

 

 

警備業における適正取引推進等に向けた 

自主行動計画 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 

令和元年６月改訂 

令和２年９月改訂 

令和３年 10 月改訂 

令和４年９月改訂 

令和５年９月改訂 

令和６年 8 月改訂 

 

一般社団法人 全国警備業協会 

  



 

 

 

目 次 

Ⅰ 本計画の目的 .............................................................. 1 

Ⅱ 発注者として取り組むべき事項 .............................................. 2 

  （１）下請法上の義務・禁止行為に関連する取組事項 ................................. 2 

  （２）その他の取組事項 ........................................................... 8 

Ⅲ 受注者として取り組むべき事項 ................................................. 10 

  （１）下請法上の義務・禁止行為に関連する取組事項 ................................ 10 

  （２）その他の取組事項 .......................................................... 14 

  （３）通報窓口 .................................................................. 15 

Ⅳ 警備業界の課題解決に向けたその他の取組事項 .................................. 16 

  （１）人材の確保と定着 .......................................................... 16 

  （２）長時間労働の是正 .......................................................... 17 

  （３）自然災害発生時等における警備員の安全確保 .................................. 18 

  （４）警備サービスの質の向上 .................................................... 18 

Ⅴ 本計画の推進とフォローアップ ................................................. 19 

  （１）本計画の推進 .............................................................. 19 

  （２）各社によるセルフ・フォローアップ .......................................... 19 

  （３）当協会によるフォローアップ ................................................ 19 

  （４）取引条件等の改善につながった好事例の参照 .................................. 19 

  （５）本計画の見直し ............................................................ 19 

 

 



 

1 

 

Ⅰ 本計画の目的 

生産年齢人口の減少により労働需給がひっ迫するなか、警備業界においては、仕事の

需要に対する働き手の確保が困難な状況になっている。元来、警備会社は都道府県公安

委員会の認定を受け、地域に密着し、社会の安全安心を守るという極めて公共性が高い

業務を遂行している。全国警備業協会では、これまでも警備会社の経営者層を中心に

「警備業経営者のための倫理要綱～国民・社会からの信頼に応え、社会的責任を果たす

ために～」の周知を図り、法令遵守のもと警備業務の適正化を図ることや、悪質なダン

ピング行為を排除し、公正な競争により適正料金の確保から経営基盤の強化に努めてき

たが、より一層の推進が求められる。特に、適正料金から得られるものを原資とし、警

備員の給与・処遇の改善や、警備業務に関わるＤＸ化の推進やＩＣＴ化等の生産性向上

のための設備投資を行い、雇用環境の整備に努め、採用や定着化の取組を推進するとい

う好循環が必要である。この好循環により企業の経営基盤は盤石となり、エッセンシャ

ルワーカーたる警備業の社会的地位も高まるとともに、質の高い業務を提供し続けるこ

とで持続的な社会の安全安心に寄与することが可能となる。 

他方、政府の動きとしては、平成 29年 8月より開催された「中小企業・小規模事業

者の活力向上のための関係府省庁連絡会議」（令和２年 12月に「中堅企業・中小企業・

小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」に改組）は、経済の好循環の実現

に向け、中小企業・小規模事業者にとって賃上げを行いやすい環境を作る観点から、下

請等の取引条件の改善に必要な検討を行い、その一方策として、各業界団体に自主行動

計画の策定を求めた。 

そこで、当協会としても、警備業における中小企業・小規模事業者の経営基盤強化、

個々の事業者における取引適正化の取組を一層推進することが必要不可欠であるとの認

識のもと、平成 30年３月に本計画を策定した。 

 その後、新型コロナウィルスの感染拡大や、急激な物価上昇など、警備業界だけでな

く日本経済全体が様々な困難に直面してきた。 

このような情勢下で政府は、「成長と分配の好循環」をコンセプトとする新しい資本

主義の実現に向けた取組の一環として、令和３年 12月、「パートナーシップによる価値

創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を取り纏め、令和４年７月には「下請中小企

業振興法振興基準（以下、「振興基準」という）」を改正した。そして、令和５年 11月

には、原材料価格やエネルギーコストのみならず、賃上げ原資の確保を含めて、適切な

価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させ、物価に負けない賃

上げを行うことを目指し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（以

下、「労務費指針」という）」を策定した。 

当協会としても、こうした政府の取組を絶好の機会と捉え、適正取引をさらに推し進

めることとし、警備業の更なる健全な発展のため、警備業務の発注者より十分な理解を

得つつ、今まで以上に積極的に自主行動計画を実践していくものとする。加盟会社にお

いても、本計画に記載された取組事項に積極的に取り組むものとする。 
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Ⅱ 発注者として取り組むべき事項 

  警備業界では、警備会社から警備業務の全部又は一部を他の警備会社へ発注する、い

わゆる下請取引が行われることがあるが、発注者としての警備会社の行動には、法令順

守等の観点から少なからず問題が散見される。そこで、当協会のヒアリング等で実際に

把握した、問題のある「具体例」を記載し、当該具体例に対し、どのように対応すべき

か「取組事項」を示す。 

これに加え昨今、政府は、物価に負けない賃上げを行うことを目指し、下請取引に該

当しない取引の発注者に対しても、様々な行動を求めているため、これらについても

「＊価格転嫁」にまとめた。警備業務を元請していない警備会社であっても、制服や装

備品の発注なども対象となることから、注意を要する。 

 

（１）下請法上の義務・禁止行為に関連する取組事項 

① 書面の作成義務、交付義務、保存義務の違反 

（具体例） 

・ 緊急を要するため、親事業者（元請事業者）が下請事業者に口頭（電話）で発注し、

その後、注文書を交付しなかった。 

【下請代金支払遅延等防止法（下請法）】 

・親事業者、下請事業者の定義 

  下請法の対象となる取引は、事業者の資本金の規模と取引の内容で定義される。警備

業務を含む役務提供委託を行う場合は、以下となる。 

    親事業者                  下請事業者 

資本金 5千万円超                  資本金 5千万円以下（個人を含む） 

資本金 1千万円超 5千万円以下            資本金 1千万円以下（個人を含む） 

・親事業者の義務 

  下請事業者に役務提供を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期

日、支払方法等を明記した書面（いわゆる３条書面）を下請事業者に交付すること

は、親事業者の義務とされている。（下請法第３条。罰則あり） 

  また、注文の内容、役務提供の完了日付、下請代金の額、支払日等を記載した書類を 

作成し、これを２年間保存することも、親事業者の義務とされている。（下請法第５

条。罰則あり） 

【警備業法】 

 委託を受けた警備業者は、 

  ア）契約締結前に交付する書面：当該契約を締結するまでに、当該契約の概要につい   

て記載した書面を交付する義務 

  イ）契約締結後に交付する書面：当該契約の締結から遅滞なく、一定の事項について   

当該契約の内容を記載した書面を交付する義務 

 を有することにも注意しなければならない。（警備業法第 19条、罰則あり） 
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【取組事項】 

・ 元請事業者は、下請事業者と十分に協議を行い、支払条件や提供業務の内容など、予 

め具体的な内容について合意の上、書面化し、３条書面を交付するとともに、下請法

第５条の定める書類を保存しておく。 

・ 元請事業者は、契約内容と実態が乖離していると認められる場合には、その書面と実 

態を比較対照し、適切な内容にするために下請事業者と協議する。（ただし、実態に合

わせて契約内容を下請事業者の不利益に変更することは、たとえ下請事業者の同意があ

っても下請法違反となりうることに留意する。） 

 

 

② 支払遅延 

（具体例） 

・ 元請事業者は、下請事業者に、毎月、完了報告書の提出を求めているが、完了報告書

が未着又は不備があるとして、警備業務提供完了日から６０日を経過しても代金を支払

わなかった。 

【下請法】 

・親事業者の義務 

  下請事業者が役務を提供した日から起算して６０日以内で、できる限り短い期間内に

支払期日を定めることは、親事業者の義務とされている。また、支払期日が定められ

ていない場合は警備業務が実際に提供された日、下請事業者が役務を提供した日から

起算して６０日を超える日を支払期日として定めた場合は６０日を経過した日の前日

が、それぞれ支払期日とみなされ、その支払期日までに下請代金を全額支払わなけれ

ばならない。（下請法第２条の２） 

・親事業者の禁止事項 

  役務が提供されてから６０日以内に定められた支払期日までに下請代金を支払わない

ことは、禁止されている。（下請法第４条第１項第２号） 

  支払期日までに下請代金が支払われなかった場合は、役務提供日から起算し６０日を 

経過した日から実際に支払をする日までの期間について、公正取引委員会規則で定め 

た率（現在、年率１４．６％）の遅延利息を支払わなければならない。これよりも低

い利率の遅延利息を、当事者間で合意しても無効である。（下請法第４条の２）  

  → ただし、一つの役務が提供されるのに日数を要する場合は、役務提供が終了した 

日が「役務の提供を受けた日」となる。 

  → また、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の要件を満たすものに

ついては、月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものと

して取り扱うことができる。 

 ア）支払は、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行わ

れることが予め合意され、３条書面又は契約書に明記されていること 

 イ）３条書面又は契約書において、当該期間の下請代金の額が明記されていること 
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 ウ）下請事業者が連続して提供する役務が同種であること 

【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）】 

・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、支払期日に対価を支払わない場合

等は、「優越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独

占禁止法第２条第９項第５号ハ） 

 

【取組事項】 

・ 元請事業者は、警備業務が提供された日を起算日とし、起算日から６０日以内のでき 

る限り短い期間内に支払期日を定め、支払期日を守る。 

・ 万が一、実際の支払いが起算日から６０日を超えてしまった場合は、遅延利息（下請

法の適用を受ける取引においては、最低限、年率１４．６％の遅延利息）を支払う。 

・ 元請事業者は、発注元からの支払いの如何に関わらず、下請事業者に対する支払いを

行う。（なお、月単位で認定された締切対象期間の末日に警備業務が提供されたものと

して取扱うことができる場合には、月単位での支払いを行うことが可能である。） 

 

 

③ 代金の減額 

（具体例） 

・ 元請事業者は、下請事業者との間で毎月の役務の提供に対して下請代金を支払うこと

としているところ、契約の改定により単価を引下げ、引き下げた単価をさかのぼって適

用した。 

・ 元請事業者は、予定より早くイベントが終了したため、当初契約した料金から短縮さ

れた時間分の代金を差し引いて支払った。 

【下請法】 

・親事業者の禁止事項 

  親事業者が発注時に決定した下請代金を、下請事業者の責に帰すべき理由がないにも

関わらず発注後に減額することは、禁止されている。このとき、減額方法、金額の多

寡、下請事業者の同意の有無を問わず、また発注後いつの時点で減額しても代金減額

となり、下請法違反となる。（下請法第４条第１項第３号） 

  親事業者が、自ら請け負った警備業務を下請事業者に再委託している場合において、 

下請事業者の業務提供中の事故等の損害賠償を発注者から求められたとき、たとえ下

請事業者の責に帰すべき理由があったとしても、下請代金から損害額を上回る一定額

を差し引くことは、下請法上の代金減額となる。 

【消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関

する特別措置法（消費税転嫁対策特別措置法）の経過措置規定】 

・ 消費税転嫁対策特別措置法は、令和３年３月 31日をもって失効したが、経過措置規

定（同法附則第２条第２項）により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、

同法の失効後も監視・取締り等の対象となる。 
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・ 消費税転嫁対策特別措置法は、資本金等の額が３億円以下である事業者等（同法第２

条第２項各号で規定される「特定供給事業者」）から継続して商品又は役務の供給を受 

ける法人事業者等（同法第２条第１項各号で規定される「特定事業者」）が、「減額、

買いたたき」「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」「本体価格での交渉の拒否」

といった消費税の転嫁拒否等の行為や、公正取引委員会等に転嫁拒否の実態を訴えた

ことに対する報復行為（取引数量の削減、取引停止、その他不利益な取扱い）を行う

ことを禁じている。 

【独占禁止法】 

・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、発注後に減額する場合等は、「優

越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独占禁止法第

２条第９項第５号ハ） 

 

【取組事項】 

・ 元請事業者は、法的に下請事業者の責に帰すべき理由がないと評価できる場合には、

その時期、金額の多寡、下請事業者の同意の有無に関わらず、発注後において下請代金

を減額しない。 

 

 

④ 買いたたき 

（具体例） 

・ 元請事業者との契約期間中において、下請事業者に対して、急遽、別の警備会社より

元請の変更の連絡があり、十分な協議がなされないまま一方的に下請代金を提示され

た。新たに元請となる会社から提示された料金は、下請事業者が提供する業務内容、時

間等には変更がなかったにも関わらず、従来の料金より大幅に減額されていた。 

・ 現金輸送警備業務を下請事業者に委託した元請事業者は、代金について一方的に減額

を要請し、一契約につき一律〇パーセントを値下げした。 

【下請法】 

・親事業者の禁止事項 

  同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額

を不当に定めることは、禁止されている。（下請法第４条第１項第５号） 

  なお、主なコスト（労務費、原材料価格、エネルギーコスト等）の著しい上昇を、例

えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反

映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、下請代

金を据え置いた場合、その金額は「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金」

に該当するものとして取り扱われる。（令和６年５月２７日改正後の「下請代金支払遅

延等防止法に関する運用基準」第４の５(1)イ） 

【独占禁止法】 
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・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、同様の行為を行った場合は、「優 

越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独占禁止法第

２条第９項第５号ハ） 

 

【取組事項】 

・ 元請事業者は、見積時における業務量や期間を大幅に変更する場合には、下請事業者 

と十分な協議を行い、直接的な人件費だけでなく、管理費や物品費等を加味した合理

的な料金の再設定、追加費用の負担をする。 

・ 元請事業者は、下請事業者から料金の見直しについての説明や協議を求められた場合 

には、誠実にこれに応じなければならない。 

・ 元請事業者は、主なコスト（労務費、原材料価格、エネルギーコスト等）の著しい上

昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の

実態が反映されていると考えられる公表資料から把握できる場合、下請代金を据え置

くことは「買いたたき」にあたるおそれがあるので、元請事業者はこの点に留意す

る。 

・ 元請事業者は、下請事業者からの取引価格引上げの要請を受け入れない場合であって

も、受け入れない理由の説明を書面、電子メール等の形に残る方法で行う。 

 

 

＊ 価格転嫁 

 政府は、2021年に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケ

ージ」を取りまとめたことを皮切りに、物価上昇に負けない賃上げを行うことを目指し、

下請法上の元請事業者に該当しない場合についても、振興基準や労務費指針などを通じ、

発注者に対し様々な取り組むべき事項を求めている。これらを踏まえた取組事項について

も、以下にまとめる。 

 

【取組事項】 

・ 発注者は、毎年９月及び３月の「価格交渉促進月間」などの機会に、直近の労務単価

を参考に、少なくとも年に１回以上の協議を行う。（参考 振興基準 第４の１(2)） 

・ 発注者は、取引価格が、合理的な算定方式に基づいて算定され、受注者の適正な利益

を含むものとなるよう、受注者と十分に協議して決定する。（参考 振興基準 第４の

１(1)） 

・ 発注者は、労務費、原材料費、エネルギー価格等の上昇分の価格転嫁に積極的に応じ

るとともに（労務費については一般的な賃上げの水準を十分に考慮する。）受注者から

価格交渉を求められた場合には遅滞なく応じることとし、価格交渉を申し込むことが

受注者にとって不利益に働くことのないよう徹底する。また、受注者からの要請の有

無に関わらず、価格転嫁に向けた協議の場を積極的に設ける。（参考 振興基準 第４

の１(4) 、円滑な価格転嫁の実現に向けて １） 
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・ 発注者は、受注者からの取引価格引上げの要請を受け入れない場合であっても、受け

入れない理由の説明を書面、電子メール等の形に残る方法で行う。（円滑な価格転嫁の

実現に向けて １） 

・ 発注者は、業務提供開始後、代金の支払いまでの期間が長期にわたる取引において

は、月払いを求める等、支払頻度を高めるように努める。また、これらの取引におい

て、期中に労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した場合であって、

受注者からの申出があったときは、期中の価格変更にできる限り柔軟に応じるものと

する。（参考 振興基準 第 4の 4（8）、第 4 の 1（4）） 

・ 発注者は、令和５年１１月の内閣官房・公正取引委員会「労務費指針」に掲げられて

いる、発注者として採るべき行動／求められる行動をとったうえで、取引対価を決定

する。 

 

 

⑤ 購入・利用強制 

【下請法】 

・親事業者の禁止事項 

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることは、禁止されている。 

（下請法第４条第１項第６号） 

【独占禁止法】 

・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、同様の行為を行った場合は、「優

越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独占禁止法第

２条第９項第５号イ） 

 

 

⑥ 不当な経済上の利益の提供要請 

（具体例） 

・ お祭りなどのイベントで協賛金を取られた。 

・ 慰労会のための差入れを要求された。 

【下請法】 

・親事業者の禁止事項 

  下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

とにより下請事業者の利益を不当に害することは、禁止されている。（下請法第４条第 

２項第３号） 

【独占禁止法】 

・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、同様の行為を行った場合は、「優

越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独占禁止法第

２条第９項第５号ロ） 
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【取組事項】 

・ 客観的な経済合理性のない協力金などの要求を行わないよう徹底する。 

 

 

⑦ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 

（具体例） 

・ 元請事業者は、発注元からの発注取消を理由として、下請事業者に対して一方的に発

注を取り消したうえ、キャンセル料を支払わなかった。 

・ 元請事業者は、当初、長期継続を前提に契約しながら、実際には短期の契約となった

にも関わらず、期間が短くなったことで下請事業者が被った損失を補てんしなかった。 

【下請法】 

・親事業者の禁止事項 

  下請事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行い、又は下請事業者から役務提供

された後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することは、

禁止されている。（下請法第４条第２項第４号） 

【独占禁止法】 

・ 下請法の適用を受けない取引においても、不当に、同様の行為を行った場合は、「優

越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。（独占禁止法第

２条第９項第５号ハ） 

 

【取組事項】 

・ 元請事業者は、下請事業者に責任がないのに、仕様の変更や業務提供日・期間の変更

等が生じた場合は、人件費やその他これに伴い発生した費用を負担する。 

・ 元請事業者は、キャンセル料の発生等の通常起こり得る事項について、下請事業者の

求めがあった場合には、これに応じ、協議の結果を書面化する。 

 

（２）その他の取組事項 

① 威圧的交渉の防止 

【取組事項】 

  令和４年７月の「振興基準」の改正により、親事業者は下請事業者からの相談、苦情

等の申告に応じることが明記されるとともに、下請事業者に対する威圧的交渉の禁止

が追記された。（「振興基準」第７ 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項） 

  警備会社が発注者となる場合には、上記の「振興基準」に留意し、威圧的交渉等が行

われることがないよう担当者を指導するとともに、威圧的交渉等に関する相談、苦情

を受理した場合には、適切な対処に努めるものとする。 
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② パートナーシップ構築宣言 

【取組事項】 

  政府においては、我が国経済の持続的成長や成長と分配の好循環の実現に取り組んで

いるところ、各事業によるサプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正

化に向けて「パートナーシップ構築宣言」に係る取組が推進されている。こうした取

組を踏まえ、業界としても、パートナーシップ構築宣言を行うことを強く推奨する。 

  また、パートナーシップ構築宣言を行った事業者は、定期的に宣言内容の見直しを行

うよう努めるとともに、社内における浸透を図ることとし、受注者に対し、自社が同

宣言を行っている旨及びその内容の周知に努めるものとする。 

 

 

③ 下請Ｇメン調査結果を踏まえた対応 

【取組事項】 

  中小企業庁の取引調査員（下請Ｇメン）は平成 29 年から全国の中小企業へ親事業者

等との間の取引実態についてヒアリングを行っている。 

  令和５年度では 11,000件超のヒアリングをし、数多くの不適切な取引の実態を公表

した。警備業界に密接に関連する業界も、「交渉の場は一切設定されず、全て取引先に

よる指値提示で決まる。」「契約した時点の価格をその後は変更することはできないと

いう慣習がある。」等、発注者の立場として不適切な取引があると指摘された。 

  このような実態があることを把握した上で、自社が取引する際には特に留意し、適正

取引、適正料金を実現させる。 

 

 

④ 支払条件の改善 

【取組事項】 

  代金の支払手段が手形等（手形、一括決済方式又は電子記録債権）である場合、その

サイト（手形交付から満期日までの期間）を６０日以内とするよう徹底する。 

 

 

⑤ 物流問題への取組 

【取組事項】 

  トラック運送業界の持続的発展が荷主の立場から重要であることに鑑み、適正な運賃

水準となるよう配慮する。 
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Ⅲ 受注者として取り組むべき事項 

 警備会社は、建設業者、ビルメンテナンス業者、イベント業者、金融業者等、他業種

から警備業務を受注することが多い。また、警備業務は、安全な状態を確保するという

無形なサービスであり、その過程や結果が可視化されにくく、価格のみで警備会社を選

定する発注者も少なくない。その結果、警備会社が発注者との関係で弱い立場となり、

不当な取引を甘受する事案も散見された。 

しかし、警備業務は社会の安全に貢献する公共性の高い業務であるため、今後も顧客

に対し、質の高い業務を提供し続けるには、受注者として不当な取引を是正し、適正な

料金を得ることで、警備員の給与・処遇の改善や雇用環境の整備、設備投資等を適切に

行っていくべきである。 

  そこで、当協会のヒアリング等で実際に把握した問題のある「具体例」を記載し、当

該具体例に対し、どのように対応すべきか「取組事項」を示す。 

 

（１）下請法上の義務・禁止行為に関連する取組事項 

① 書面の作成、交付、保存 

（具体例） 

・ 発注者は、注文の時点では、正確に仕様が定めることができず、発注内容及び下請代

金の額が決まらないこと等を理由として、受注者に書面を一切交付しなかった。 

【取組事項】 

・ 受注者は、発注者と十分に協議を行い、支払条件や提供業務の内容など、予め具体的 

な内容について合意の上、書面化することを求める。 

・ 受注者は、契約内容と実態が乖離していると認められる場合には、その書面と実態を

比較対照し、適切な内容にするために発注者と協議する。 

 

 

② 支払遅延 

（具体例） 

・ 発注者は、他業務の支払いとあわせて受注者への支払いを行うという自社の都合によ

り、予め定めた期日を過ぎても代金を支払わず、慢性的に支払いを遅延させた。 

・ 発注者は、経理上の処理が間に合わないことなどを理由に６０日を経過しても下請代

金を支払わなかった。 

・ 発注者は、収入が見込みより少なくなったという理由により、受注者に対して、予め

定めた期日を過ぎても代金を支払わなかった。 

・ 発注者は、６０日を経過しても下請代金を支払わなかったので、受注者は支払っても

らうよう催促を行った。しかし、一向に支払われることがなく発注者から理由の説明が

ないまま時間が経過したため、受注者は遅延利息を上乗せし請求したが、最終的に発注

者は利息の支払いには応じなかった。 
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【取組事項】 

・ 受注者は、発注者に対し、できる限り短い期間内（下請法の適用を受ける取引におい

ては、警備業務を提供した日を起算日とし、起算日から６０日以内のできる限り短い期

間内）に支払期日を定めることを求める。 

・ 受注者は、発注者からの支払いが期日を超えた場合は、遅延利息（下請法の適用を受

ける取引においては、起算日から６０日を超えた場合は、最低限、年率１４．６％の遅

延利息）の支払いを求める。 

・ 受注者は、継続取引において、受注した警備業務が長期間に及ぶ場合、必要があれ

ば、月単位での支払いを発注者に求める。 

 

 

③ 代金の減額 

（具体例） 

・ 発注者は、慣例的に代金の 1,000円未満の端数を切り捨てて支払った。 

・ 発注者は、〇〇協力会費や広告料の名目で、予め定めていた代金から、一方的に差し

引いた。 

・ 発注者は、一般人からの苦情や、書類の提出が遅れた等の理由によって、受注者との

間で十分な協議をせず、契約した代金から一方的に一定額を差し引いた。 

・ 発注者は、他の事業者に委託した他の経費に予定よりも多く出費した等の都合によ

り、予算がないことを理由として代金を減じた。 

・ 発注者は、受注者の業務提供開始後に、取引先から値下げ要求があったことを理由に

代金を減じた。 

【取組事項】 

・ 受注者は、発注者から代金減額の要請があった場合は、その理由の説明を求め、発注

者と交渉を行う。 

・ 発注担当者による一方的な減額要請については、発注者側の権限者がこのような要請 

を把握していないケースも考えられるため、権限者と交渉を行う。 

・ 受注者は、受注担当者が安易に代金減額に応じていないか、社内においてチェックを

行う。 

・ 受注者は、安易に端数の切り捨てに応じない。端数の切り捨ては、発注者にとって法

令違反のリスクにもなることを説明し、発注者に改善を求める。 

 

 

④ 買いたたき 

（具体例） 

・ 受注者は、発注者に対し、取引解消への懸念や立場が弱いことを理由に、単価改善等

のための協議を申し入れなかった。 

・ 発注者は、人件費やガソリン代などの、コスト上昇分の単価への反映を拒否した。 
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・ 発注者は、検定合格警備員の配置基準について理解を示すことなく、検定合格警備員

を配置すべきであるにも関わらず、一般警備員に相当する代金を一方的に定めた。  

・ 発注者は、受注者との年間契約について双方に異議のない場合は自動更新する条件で

あったところ、契約更新の直前に十分な協議を持たないまま、前年に比べて単価を引き

 下げ、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。 

・ 発注者は、リーマン・ショックのような景気低迷時に協力依頼と称して大幅な値引き

要請を行い、受注者が一時的な対応であるとの約束で発注者から減額要請を受け入れた

後、景気等の状況が回復し受注者が協議を求めたにも関わらず、十分な協議なく一方的

に価格を据え置いた。 

【取組事項】 

・ 交渉の際は、当協会作成のリーフレット「警備業における適切な価格転嫁の実現に向

けて」を積極的に活用する。 

・ 発注者との価格交渉において価格転嫁を求める際は、その根拠として公表資料を用い

る。（当協会 HP 掲載の資料集を参照）（労務費指針 第２の２②） 

・ 価格転嫁の交渉のタイミングについては、毎年９月及び３月の「価格交渉促進月間」

などの機会を活用する。（労務費指針 第２の２③）また、発注者から価格を提示され

るのを待たずに、受注者側からも希望する価格を発注者に提示する。（労務費指針 第

２の２④） 

・ 価格の設定に関しては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先及びその先の取引先

における労務費や、労務費以外のコスト（装備関連費のほか、機械警備における車両

関連費や、機器の調達や設置工事に要する費用、貴重品運搬における車両関連費な

ど）も考慮する。（労務費指針 第２の２④） 

・ 価格転嫁の交渉の仕方については、国・地方公共団体や商工会議所・商工会等の相談

窓口で積極的に情報を収集する。（労務費指針 第２の２①） 

・ 当協会で作成した標準見積書を活用し、社会保険料事業主負担分をはじめ、夏季の熱

中症対策、冬季の防寒対策等に必要な備品の費用など、必要な経費を計上し、見積額を

算出することを徹底する。以上を踏まえながら、見積書は、建築保全業務労務単価や公

共工事設計労務単価などを参考に、必要な管理費（法定福利費、募集費、研修教育費

等）や物品費等を計上し、適正な料金設定であることを前提に、発注者の理解を得られ

やすい内容とする。 

・ 警備業では人手不足の状態にあるところ、作業現場での働く環境が整備されていない

ことにより、作業現場で警備を行う受注者側の働き方改革の推進を阻害することがない

ように、必要なコストの負担を発注者に求める。 

・ 受注者は、見積時における業務量や期間が大幅に変更される場合には、発注者と十分

な協議を行い、合理的な料金の再設定、追加費用の負担を求める。 

・ 受注者は、急遽の業務提供を要請された場合は、負担増の裏付けとなる客観的資料を

提示するなどして、料金の増額を求める。 
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・ 受注者は、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分を取引価格へ反映する

必要性について、価格交渉の場で明示的に協議することなく取引価格を据え置かれるこ

とがないよう、発注者に適切な対応を求める。また、発注者が取引価格の引上げの要請

に応じない場合は、その理由を書面、電子メール等での回答を求める。 

 

 

⑤ 購入・利用強制 

（具体例） 

・ 受注者は、発注者から販売目標数量に達していない等の理由により商品やチケットの

購入を強制された。 

・ 受注者は、自社の業務に必要としていないにも関わらず、発注者が取り扱う用具のレ

ンタルサービスを利用させられた。 

【取組事項】 

・ 受注者は、発注者に対し、購入・利用強制に応じることができない旨を明確に伝え

る。 

 

 

⑥ 不当な経済上の利益の提供要請 

（具体例） 

・ 発注者は、受注者に対して、洗車、休憩所・トイレの清掃等の契約外作業を無償で行 

わせた。 

・ 発注者は、受注者の警備員以外の社員を動員させ、契約外作業を無償で行わせた。 

・ 発注者は、パンフレットの補充等の契約外作業を無償で行わせた。 

・ 発注者は、契約で休憩時間を定めているにも関わらず、休憩中の警備員に、来訪者へ

の対応を無償で行わせた。 

・ 交通誘導警備に関しては従前より「警備員は現場作業員のうち」という建築現場の慣

習が残っており、現場作業の手伝いをさせられた。 

・ お祭りなどのイベントで協賛金を取られた。 

・ 慰労会のための差入れを要求された。 

【取組事項】 

・ 受注者は、付帯業務等の契約外業務を要請された場合は、まず、契約外である旨を伝

え、必要に応じ、業務の範囲等を協議の上書面化し、有償で対応する。発注者がこれに

応じない場合は、契約外業務は行わない。 

・ 受注者は、現場において発注者から契約外業務を要請された場合は、現場担当者のみ

で判断せず権限者に報告し、発注者、受注者双方が料金や作業内容について協議する。 

・ 受注者は、これまでの慣行で付帯業務等の契約外業務の実施要請に応じていないか社

内においてチェックを行う。 
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・ 受注者は、休憩時間中の代替人員がいない場合は、事案に応じて配置人数を増加する

か、発注者に休憩時間中の対応を担当してもらうなどの協議を申し出る。 

 

 

⑦ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 

（具体例） 

・ 発注者は、契約期間中に、受注者の警備料金が他社の提示額より高かったことを理由

として、一方的に契約を破棄したにも関わらず、解約金や破棄によって生じた費用を受

注者に支払わなかった。 

・ 発注者は、発注者のコスト削減目標達成のため、契約期間中に一方的に警備員を削減

したにも関わらず、削減によって受注者が被った損失を補填しなかった。 

・ 発注者は、店舗改装時の臨時警備において、自社の都合により契約期間を短縮したに

も関わらず、契約書で定められたキャンセル料を支払わなかった。 

・ 発注者は、自社の都合等により、直前に警備業務をキャンセルしたにも関わらず、 

キャンセル料を支払わなかった。 

【取組事項】 

・ 受注者は、自らに落度がないにも関わらず仕様の変更や業務提供日・期間の変更・発

注のキャンセル等が生じた場合は、発注者に対し、人件費やその他これに伴い発生した

費用を負担することを求める。 

・ 受注者は、解約金やキャンセル料の発生等の通常起こり得る事項について、発注者に

対し、予め書面化するよう求める。 

・ 感染症の流行や風水害等に関しては、発注者の保険加入の有無や社会情勢等を踏ま

え、受注者が負担を一方的に押し付けられる結果とならないよう、発注者に対して必要

な経費・キャンセル料等の支払いを求めることができるようにする。 

 

（２）その他の取組事項 

① リーフレット「警備業における適正取引の推進」の活用 

【取組事項】 

  本計画における適正取引の推進のための実務版として、交渉時に使用することを目的

に作成したリーフレット「警備業における適正取引の推進」を、発注者に提示する等

して活用する。 

 

 

② 契約内容の明確化 

【取組事項】 

  「見積関係書類記載例」や、「契約締結前書面記載例」を積極的に活用して契約内容

を明確化し、契約外の業務を行わない、キャンセル料を確実に徴収する、支払遅延を

なくすこと等、さらなる取引適正化を図る。 
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③ 代金の受領方法 

【取組事項】 

  業務提供開始後、代金の支払いまでの期間が長期にわたる取引は、月払いを求める

等、支払頻度を高めてもらうように努める。 

 

 

④ 威圧的交渉への対応 

【取組事項】 

  発注者との協議、交渉に当たり、威圧的交渉が行われた場合には、上記Ⅱ（２）①に

留意し、発注者や官公庁のしかるべき相談窓口に相談、苦情の申告等を行うととも

に、威圧的な交渉を行わないよう申し入れる。（発注者が親事業者に該当する場合は、

当該発注者に対して「振興基準」の該当箇所を示しつつ、申し入れる。） 

   

 

 

⑤ 下請Ｇメン調査結果の有効活用 

【取組事項】 

  警備会社が発注者となる場合も、上記Ⅱ（２）③に記載した下請Ｇメンの調査結果に

留意し、受注者との適正取引の実現に努める。 

 

（３）通報窓口 

① 公正取引委員会・中小企業庁「違反行為情報提供フォーム」 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/20220126  

 

 
 

② 公正取引委員会「労務費の転嫁に関する情報提供フォーム」 

https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/romuhitenka.html 

 

 

  

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/20220126
https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/romuhitenka.html
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Ⅳ 警備業界の課題解決に向けたその他の取組事項 

  上記Ⅱ・Ⅲでは、警備業務の取引でみられる不当な事例を用いながら、取引適正化に

向けて警備会社が取り組むべき事項を示した。 

  そのほか、取引適正化以外の警備業界における課題について考察すると、まず、人手

不足が挙げられる。警備業務は、最終的には教育や訓練を受けた警備員が提供するもの

であることから、警備会社は人材をより多く確保し、育成することが必要である。警備

員の給与・処遇を改善し、生産性向上を図ることで長時間労働を是正するほか、労働環

境の整備に努め、「働きやすく魅力ある職場」とするための各方策に取り組むことで、

人材を呼び込むことができる。 

近年、自然災害の激甚化により、災害発生時に警備員が死傷する重大事故が発生して

おり、警備員の安全確保は重要な課題である。また、社会や求職者に向けて警備業のイ

メージアップを図り、警備員が警備業務の実施に対してモチベーションを高めることに

よって、業界全体でより一層の社会的地位の向上を目指していくことが重要となる。 

警備会社が各方策を実行するには、原資となる適正料金の確保や経営基盤の強化が必

要であることから、質の高い業務提供により、適正な対価を取得する。その結果、得ら

れた原資を用いて、顧客ニーズを把握しながら、更なる生産性向上のために取組を推進

していくことが求められる。 

以上のような状況下で、課題ごとに警備業界として取り組むべき事項の一例を挙げ

る。 

 

（１）人材の確保と定着  

人手不足は、警備業界が抱える諸問題の中でも特に深刻なものであり、令和６年４

月に当協会が実施した自主行動計画フォローアップ調査では、約 94％の警備会社が人

員不足である旨回答しているほか、多くの業者から、警備員不足であるため、仕事を

新たに受けられない状況であるとの声が出ている。 

また、厚生労働省が発表した令和５年度平均の有効求人倍率では、警備員が該当す

る保安職業従事者は 6.65倍であり、全職業の 1.17倍と比較して極めて高い状況にあ

る。 

このような状況を踏まえ、人材の確保と定着について、以下の取組を実施する。 

〇 適正料金を確保することにより、昇給制度を充実させるなどして警備員への給

与・処遇の改善を図る。 

〇 女性、高齢者、若年層といった人材リソース別に、警備業のイメージアップや

警備業に対する理解を高められるような求職者向け広報サイトを立ち上げる。 

〇 警備員に対する教育内容を改善し、個人の能力を伸ばす。 

〇 労災事故防止、メンタルヘルスケア等を実践し、労働環境の改善に努める。具

体的には、あらゆる世代の警備員が働きやすいように長時間労働の是正、休憩時

間の確保に努めるほか、熱中症や感染症リスクに十分留意し、発注者とも協議す

るなどして、労働環境の整備に努める。 
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〇 体力、年齢、家庭の事情等の警備員の個性等に応じた多様な働き方（勤務日

数、時間等）の提供に努める。 

〇 クレームへの対応については個人任せにせず、組織的に対応するなど、警備員

の精神的な負担の軽減に努める。 

  

（２）長時間労働の是正 

   警備業界における長時間労働は、職場の魅力を大きく損ない、新たな求職者を惹き

付けず、人材確保を困難にさせる要因ともなる。 

また、業務量が変わらない中、十分な警備員数を維持できない場合には、警備員一

人当たりの負担が増し、労働環境の悪化から、警備員の定着率が低下する。 

さらに、警備員は、休憩時間中であるにも関わらず、出入管理や緊急事態への対応

を求められた場合に、そのほとんどを拒否できない実態があり、長時間労働を誘発し

ているのみならず、労働基準法違反となる。 

このように、長時間労働に対して策を講じないままでは人手不足の点において悪循

環を招くことから、警備会社は、発注者のニーズを満たしつつ、警備員の労働環境の

改善に取り組み、働きやすい労働条件を提示するために、警備員一人当たりの労働時

間を短縮することが求められる。 

よって、働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が設けられたことを踏ま

え、長時間労働抑制に向け、以下の取組事項を実施する。 

〇 警備員の出退勤管理を適正に行い、個々の警備員の労働時間を正確に把握する

とともに、警備員の実働時間等を分析し、拘束時間を極力減らす。 

○ 警備会社は、警備員の人数や労働基準法上の労働時間規制から、受注可能な時

間を把握するよう努める。 

〇 警備員の業務量の把握に努め、必要な人員調整を行うとともに、過度な負担が

みられる場合は、必要に応じて、発注者との間で業務量の平準化に関する協議を

行う。 

○ 警備員のワーク・ライフ・バランスの向上のため勤務間のインターバルの充実

に努める。 

○ 警備会社が休憩時間と定めていても、警備員が来訪者や電話に対応せざるを得

ない場合は、労働基準法上、休憩時間とは認められないことを踏まえ、問題があ

る場合は、契約内容や警備業務の計画の見直しを要請する、もしくは休憩時間中

に交代要員を配置することを前提とした警備料金とするなど、休憩時間の確保に

必要な対応をとる。 

○ 警備業務の現場について、現場判断で契約外の業務を行っていないか、不要な

居残りを行っていないかなどを点検し、問題がある場合は発注者側と協議する。 

○ 警戒の方法、報告の要領、時間帯に応じた配置箇所等についても無駄がないか

確認するなどして、業務の効率化を図る。 
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〇 機械化、先端技術の活用のための設備投資を行い、省人化、効率化を図る。ま

た、その投資の原資を確保すべく、適正な利益を見込んだ料金設定を行う。 

    

（３）自然災害発生時等における警備員の安全確保 

台風や豪雨等の自然災害により警備員が死傷する事案が発生していることから、警

備員の生命・身体に危険が生じるような状況においては、一時的に警備業務を停止で

きる旨、および警備業務を停止した場合には免責される旨を、発注者との契約条項に

盛り込むように努める。（「自然災害発生時における警備員の安全確保のためのガイド

ライン」モデル条項参照）場合によっては、リスクを鑑みて受注を見合わせることも

検討する。 

   また、災害時等においては、警備会社自身がＢＣＰ（事業継続計画）を自社に備え

付けることで、警備業に期待される社会的役割に応えることができるとともに、企業

価値を高めることにつながることから、その投資にかかる費用についても発注者から

理解を求める。 

※ 当協会は、警備員の生命・身体を守るために、自然災害時に警備業務を一時的に

中止することなどの判断基準を示す「自然災害発生時における警備員の安全確保の

ためのガイドライン」の運用を図る。 

 

（４）警備サービスの質の向上 

 適正な対価は、持続的に高品質な警備業務を提供することにより得られる。顧客に

対してはもとより、施設の来訪者や通行人等の第三者に対しても好感が持たれるよう

な対応を行うなどの教育等を警備員に行うことで、警備会社の評価が高まる。警備会

社はこのような質の良い業務提供や警備技術の向上等の結果、十分な対価を得ること

ができ、継続的に発展していくための原資が得られるほか、販路の拡大につながる。 

 また、顧客目線で業務提供を行い、顧客から警備会社への理解が深められると、業

務改善や警備計画立案等において協働が進み、双方の生産性向上にも繋がることが期

待できる。 
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Ⅴ 本計画の推進とフォローアップ 

（１）本計画の推進 

以下の通り当協会において本計画を推進する。 

○ 関係業界団体へ本計画を周知 

○ 当協会に不適正な取引事例に関する通報窓口及び適正取引に向けた相談窓口を

設置 

○ 警察庁、公正取引委員会、中小企業庁等と当協会との間で、連絡協議の場を設

けることを検討 

○ 通報窓口に寄せられた不適正な取引事例を集約し、当該事例をもとに適時、関

係業界団体へ取引条件改善に関する申入れを実施（あわせて、警察庁に対し、関

係省庁へ取引条件改善に関する協力を求めるよう要請） 

○ 上記不適正な取引事例を当協会の機関誌やホームページにおいて紹介 

○ 適正取引推進のためのリーフレットの活用 

○ 本計画の周知、啓蒙のためのセミナー等の開催 

〇 業界全体として契約時に共通して盛り込むべき条項をまとめた標準約款の作

成・運用を検討 

 

（２）各社によるセルフ・フォローアップ 

 各警備会社においては、不当な取引に関する情報の社内共有等、取引適正化に向け

た取組が実効性のあるものとなるよう、セルフ・フォローアップを行う。 

 

（３）当協会によるフォローアップ 

 当協会は、中小企業庁のフォローアップ指針や経済産業省が実施した各種横断的な

フォローアップ結果を踏まえ、フォローアップを実施する。具体的には、本計画に掲

載された取組事項の実践の度合い（労務費等の上昇分の価格転嫁の達成度を含む。）

や、警備業の抱える課題を把握するため、加盟企業を対象としたフォローアップ調査

を行う。 

 

（４）取引条件等の改善につながった好事例の参照 

当協会は、自主行動計画のフォローアップ調査を通じて、自主行動計画を積極的に

活用したことで取引条件等の改善につながった事例について、加盟企業にヒアリング

を行った。その結果を全警協ホームページ上に公開しているので、参考にされたい。 

 

（５）本計画の見直し 

本計画は、必要に応じ、適宜見直しを行う。 

 


